
令和８年度

国民健康保険料（統一保険料）について



令和８年度 府内統一保険料

・府内統一保険料

令和８年１月16日に大阪府市町村国民健康保険主管課長会議が

開催され、令和８年度の府内統一保険料率が示されました。

令和８年度の国民健康保険料においては、従前からの「医療

分」「後期分」「介護分」に加え、新たに始まる「子ども・子育

て支援納付金分（子ども分）」が設定されています。
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子ども・子育て支援金制度

子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律が令和６年６月

に公布されたことに伴い、子育て世帯を支える新しい分かち合

い・連帯の仕組みとして、医療保険制度に係る保険料とあわせて

徴収する「子ども・子育て支援金制度」が令和８年度に創設され

ます。

この制度は市民から支援金を徴収し、大阪府（国）へ納付する

ことで、国が示すこども未来戦略に係る施策に活用されます。
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令和８年度 府内統一保険料率
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令和８年度 所得割 均等割 平等割 賦課限度額

医療分 9.50％ 34,990円 33,908円 66万円

後期分 3.06％ 11,191円 10,845円 26万円

介護分 2.60％ 18,682円 － 17万円

子ども分 0.28％ 1,841円 － ３万円

令和７年度 所得割 均等割 平等割 賦課限度額

医療分 9.30％ 34,424円 33,574円 65万円

後期分 3.02％ 11,034円 10,761円 24万円

介護分 2.56％ 18,784円 － 17万円

（参考）
（賦課限度額合計 112万円）

（賦課限度額合計 106万円）

保険料率の算定については、府内市町村の被保険者数や診療費等を基に
算出されており、診療報酬の改定による診療費の増、及び子ども・子育て
支援金制度の創設に伴い、以下のとおりとなりました。



令和８年度の保険料
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14,784円増

世帯構成 世帯数
（割合）

令和７年度 令和８年度 増減額 １期当たり

① 所得210万円、４人世帯
129世帯
（約0.4％）

459,481円 474,265円 ＋14,784円 約1,478円増

② 所得なし、１人世帯
12,398世帯

（約42.3％）
32,572円 33,435円 ＋863円 約86円増

③ 所得60万円、１人世帯
2,489世帯
（約8.5％）

79,584円 81,975円 ＋2,391円 約239円増

④ 所得210万円、１人世帯
2,325世帯
（約7.9％）

357,073円 369,305円 ＋12,232円 約1,223円増
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※①はモデルケース、②～④は世帯構成別で割合が高い構成（概算数値）



（参考）被保険者数の推移

被保険者数は、少子高齢化の進行により減少傾向が続いており、

令和４年度から令和６年度にかけては団塊の世代の後期高齢者制

度への移行に伴い、被保険者数の大幅な減少があり、令和８年度

推計結果は減少傾向であるものの、減少の幅は鈍化するものと見

込まれています。
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府内市町村の一人当たり診療費については、令和７年度（実績

見込）においては、一定の増加傾向を示され、令和８年度におい

ては診療報酬が2.2％プラス改定されることに伴い、増加傾向が

強まると見込まれています。

（参考）一人当たり診療費
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府内統一保険料の抑制施策

① 事業費納付金を通じた仕組（令和６～８年度）
大阪府が１人当たりの額（単価）と、本市の被保険者数を

掛けた額を算出し、事業費納付金として納める（前年度黒字
額を財源とする）。

令和８年度 本市納付額 ＠680円 × 38,746人 ＝ 2,634万8千円
（府提示の令和８年度被保険者数）  （府内市町村合計 約10億円）

② 府国保特会の剰余金（約111億円）の活用

⇒うち86億円を保険料抑制財源に活用

③ 保険料完全統一による、国から府へのインセンティブ

⇒約15億円全額を活用
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• 子ども・子育て支援金制度に係る規定の整備

• 新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の規定の削除

• 法定軽減の基準額の拡充

【基準額（Ａ）の額】

（軽減判定所得計算）

       【基礎控除43万円】＋【（Ａ）×被保険者数】＋【10万円 ×（給与所得者等の数－１）】

国民健康保険条例の改正内容
（３月市議会定例会）
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法定軽減 改正前 改正後

５割軽減 30.5万円 31.0万円

２割軽減 56.0万円 57.0万円



今後のスケジュール

•市国保運営協議会 2/13（金）

•３月市議会定例会 ２月下旬～３月

•令和８年度国民健康保険料告示 ４/１（水）

•令和８年度当初賦課決定通知書 ６月中旬
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